
- 1 - 

 

平成２８年労第２９４号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

  再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」とい

う。）による療養補償給付及び休業補償給付並びに平成○年○月○日付けでした

労災保険法による障害補償給付をそれぞれ支給しない旨の処分を取り消すとの裁

決を求めるというにある。 

２ 経  過 

  請求人は、平成○年○月○日に妻の実家に同居し、翌○日より義父が営む「Ａ」

の所属となり、建築作業に従事していたが、平成○年○月○日、Ｂ会社が元請け

として施工するＣ改修工事において、下請作業員として外壁貼り付け作業に従事

していたところ、足場より落下し負傷した（以下「本件災害」という。）。 

請求人は、同日、Ｄ整形外科に受診し、翌○日Ｅ病院に転医し「右踵骨骨折」

（以下「本件傷病」という。）と診断された。 

  請求人は、本件傷病は業務上の事由によるものであるとして、監督署長に療養

補償給付及び休業補償給付を請求し、さらに療養の結果、障害が残存したとして

障害補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人は労災保険法上の労働者に

該当しないとして、これらを支給しない旨の処分を行った。 

請求人は、これらの処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審

査官」という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれ

を棄却したので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及ん

だものである。 
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第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争 点 

本件の争点は、請求人が労災保険法上の労働者と認められ本件傷病が業務上の事

由によるものと認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

  本件は、平成２８年労第１９２号再審査請求に係る休業補償給付の後続請求及

び療養補償給付並びに障害補償給付の請求である。当審査会としては、平成２８

年労第１９２号再審査請求における判断と同様に、請求人は労災保険法上の労働

者には該当しないものと判断する。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした療養補償給付、休業補

償給付及び障害補償給付を支給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべ

き理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 


